
エコアクション２１

環境経営レポート

取組期間  2021年8月～2022年7月

                                 作成日2022年10月1日

株式会社 多田文房堂



【取組の対象組織・活動の明確化】

□取組の対象組織・活動

○組織の概要

（１）名称及び代表者

・株式会社 多田文房堂

・代表取締役　多田　宗弘

（２）所在地

・本社 香川県高松市上林町501番地1

・倉庫　　　　　　　香川県高松市亀田町85-5

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

・環境管理責任者 青野　嗣郎

・連絡担当者 青野　嗣郎

・TEL 087-887-0377

（４）事業内容

・文具、什器、事務機器の販売業、リサイクル家具の販売業

（５）事業の規模

・売上高(出来高) 361百万円／2021年度

・従業員 13人

・延べ面積 事務所　 509㎡

・延べ面積 倉庫　　 330㎡

（６）事業年度
・８月～７月

○認証・登録の対象範囲

登録事業所

株式会社 多田文房堂　　本社、倉庫

事業内容
・事務用品、事務機器等の小売業

取組期間
・2021年8月～2022年7月

関連事業所

・なし
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基本理念

行動指針

２．環境関連法規・条例・規則や当社が約束したことを遵守します。

環境方針は、全ての従業員に周知し、継続的な改善に取組みます。

制定日：2018年8月1日
改定日：2021年8月1日

２頁

代表取締役　多田　宗弘

株式会社多田文房堂

環 境　経　営 方 針

「元気な職場創りで、輝く100年を共に歩む」を経営理念に掲げ、ライブオ
フィスを通じてお客様の「快適な職場づくり」へのお役立ちに取組み、お客
様の環境負荷削減に貢献する会社を目指す。

１．具体的に次の項目に取り組みます。

①省エネルギー活動に取組みます。

②廃棄物の削減並びにリサイクル化に取組みます。

③水使用量の削減に取組みます。

④ライブオフィスの発信に取組みます。

株式会社　多田文房堂



【環境経営目標】

○中・長期目的・目標

単位 基準年（２０２０年） ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 35,604 35,248 34,892 34,536

・電気使用量削減 kWh 20,189 19,987 19,785 19,583

・ガソリン使用量削減 L 9,297 9,204 9,111 9,018

・軽油使用量削減 L 1,297 1,284 1,271 1,258

廃棄物排出量削減 kg 3,562 3,526 3,491 3,455

水総使用量削減 m3 35 35 35 35

ライブオフィスの展開 集客件数 40 45 50 55

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、

　　　環境省公表四国電力2016年実績調整後排出係数０．５２９（kg－CO2／kWh）を使用した。

※削減目標は３年間で３％削減します。但し、水使用量は事務椅子のクリーニング作業

を開始したため一年間様子を見るので中長期の目標を継続する。

＊化学物質の使用はありません。

○短期目的・目標

・202１年度の目標に取り組みます。
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目的
目　　　標



【環境経営計画】
(具体的取組内容と月次実施報告)

○取組期間　２０２１年　８月　～　２０２２年   ７月

具体的実施項目 実施責任者

①不要な照明を消す

②適正温度の維持

③休憩時、不在時の消灯

①エコドライブの励行

②空気圧の定期検査実施強化

③車内に余分な商品を載せない

①物量が少ない時は軽トラを活用する

②空気圧の定期検査実施強化

③荷台に余分な商品を載せない

①ＰＣからの打出し時のチェック

②裏紙の使用

③分別の徹底

①分別の徹底

②リサイクル率の推進

③不要なリサイクル買取りを減らす

①クリーニングをする時の水の節約

①ライブオフィスの推進

②リサイクル商品の提案

③ＤＸ化の推進に向け提案
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二酸化炭素排出量削減

電気使用量削減 十河

岡田ガソリン使用量削減

水使用量削減 節水

ライブオフィスの展開

岡田

十河

山下

岡田

山下

軽油使用量削減

廃棄物排出量削減

一般廃棄物削減

産業廃棄物削減



株式会社 多田文房堂　実施体制図

*事務所

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境経営目標、環境経営計画書を作成

・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

・環境経営レポートの作成

・特定された緊急事態への対応マニュアル作成

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境負荷の自己チェック及び、環境への取り組みの自己チェックの実施

・自部門の特定された緊急事態への対応マニュアル作成　火災・地震　避難訓練
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・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

環境管理責任者

全従業員

営業部

役割・責任・権限

代表取締役

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実地に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・環境経営目標、環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・部門の特定された緊急事態への対応マニュアルの承認

・環境経営レポートを確認し、承認

・環境関連法規等取りまとめ表の承認

業務

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・全従業員に対する教育・訓練の実施

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

代表取締役

多田宗弘

環境管理責任者

青野嗣郎



【環境経営目標実績結果と評価】

○取組期間　２０２１年　８月　～　２０２２年   ７月

目的 単位 基準年（2020年） 目標(2021年) 実績(2021年) 評価

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 35,604 35,248 33,581 〇

・電気使用量削減 kWh 20,189 19,987 20,286 ×

・ガソリン使用量削減 L 9,297 9,204 8,989 〇

・軽油使用量削減 L 1,297 1,284 772 〇

廃棄物排出量削減 kg 3,562 3,526 5,585 ×

水総使用量削減 m3 35 35 76 ×

ライブオフィスの展開 集客件数 40 45 35 ×

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、

環境省公表四国電力2016年実績調整後排出係数０．５２９（kg－CO2／kWh）を使用した。

○：達成　　

×：未達

○コメント

使用量を抑えている。

・軽油に関しては大物搬入以外は極力軽自動車を使いトラック使用率を減らした。

・什器搬入に伴う不要な物品の回収などが増えて未達成となる。

・リサイクル家具の在庫処分をしたため排出量が増えた。

自社の水回りの節水活動は引き続き出来ている。

・コロナ禍により、ライブオフィスの誘致ができず参加者がかなり減ってしまった。

ライブオフィスの展開 ・追加備品の購入依頼などは積極的にリサイクルオフィス家具を提案できた。

・外回りの営業に関しては引き続きＤＸ推進に関する提案ができた。
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・事務椅子クリーニング作業の依頼が増えたことと、移転した事により客先ではなく自
社で引取りクリーニング作業をおこなう傾向となった為、水の使用量が増えたと考えら
れる。

・配達では同じ方角に行く人に被らないよう協力しながら商品を届けてガソリン

水総使用量の削減

廃棄物排出量の削減

・電気に関してはこまめな照明の消灯をおこなったが、遅い時間まで職場を使っていた
為、達成できなかった。エアコンで使用する電気代に関しては、可動式のハイパーテー
ションを活用して広い事務所スペースを間仕切り、エアコン効率を上げることにより設
定温度に関しては引き続き抑えて使用している。

二酸化炭素の削減



【環境経営計画の取組結果とその評価】
・取組期間　２０２１年　８月　～　２０２２年   ７月

具体的実施項目 実施責任者 ８～1月 2～7月 評価

①不要な照明を消す ○ 〇 〇

②適正温度の維持 十河 〇 〇 〇

③休憩時、不在時の消灯 〇 〇 〇

①エコドライブの励行 ○ 〇 〇

②空気圧の定期検査実施 青野 〇 〇 〇

③車内に余分な商品を載せない ○ 〇 〇

①物量が少ない時は軽トラを活用する 〇 〇 〇

②空気圧の定期検査実施強化 青野 〇 〇 〇

③荷台に余分な商品を載せない 〇 〇 〇

①ＰＣからの打出し時のチェック 〇 △ △

②裏紙の使用 十河 〇 △ △

③分別の徹底 〇 〇 〇

①分別の徹底 ○ 〇 〇

②リサイクル率の推進 十河 ○ 〇 〇

③不要なリサイクル買取りを減らす △ △ △

水使用量削
減

節水 ①クリーニングをする時の水の節約 岡田 〇 〇 〇

①ライブオフィスの推進 △ △ △

②リサイクル商品の提案 青野 ○ 〇 〇

③ＤＸ化の推進に向け提案 ○ 〇 〇

〇できた   △一部出来ていない  ×出来ていない
○評価に対するコメント
目的

・コロナ禍により、ライブオフィスの誘致ができず参加者がかなり減ってしまった。

・外回りの営業に関しては引き続きＤＸ推進に関する提案ができた。

・リサイクルオフィス家具の販売に関しては、在庫処分セールをおこない販売数を伸ばした。
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二酸化炭素
排出量削減

電気使用量削減

ガソリン使用量
削減

軽油使用量削減

ライブオフィ
スの展開

廃棄物

水使用量

産業廃棄物削減

・11月に太陽光パネルを設置し自家発電をして、電力会社からの購入を抑制できた。
・以前は小さな配達でも２ｔトラックを使用していたが、少ない納入の場合は軽自動車を活用するよう心掛
けた。
・エアコンが必要になる季節は天井までの間仕切りをして、エアコンの効率を上げ固まって事務作業する
ようにしエアコンにかかる電気を抑える努力をした。
・定期的な車の点検を実施し、タイヤの空気圧やオイルの交換で燃費の向上に務めた。

・従来産業廃棄物であるビニールやリサイクル可能なプラスチックは分別して、リサイクル業者に売り払う
ことで会社から出る産業廃棄物を抑制することができた。
・リサイクルオフィス家具の在庫を処分した為、産業廃棄物が増えた。
・紙の使用を減らす為に裏紙の使用や、ミスプリントを減らすようコピー機にカードリーダー認証を取り付
けて打ち出し時のチェックをおこなっているが、チェックせずに印刷してミスプリントをしているようなので、
朝礼など定期的にミスプリントを減らす呼びかけをおこなう。

・節水シールを貼付けし目視による確認が出来ている。
・節水弁取り付けなどの機器への取り付けは全く出来なかった。
・事務椅子のクリーニングに関しては顧客からの作業依頼の有無で水の使用量が増えるので、極力節水
を心掛けながら作業をおこなう。

廃棄物排出
量削減

一般廃棄物削減

二酸化炭素

ライブオフィスの展開



○次年度の環境経営目標

　　　　2022年度の目標に取り組む

○次年度の環境経営計画
　　　 取組期間　2022年8月　～　2023年  7月

具体的実施項目 実施責任者

①不要な照明を消す

②適正温度の維持

③休憩時、不在時の消灯

①エコドライブの励行

②空気圧の定期検査実施強化

③車内に余分な商品を載せない

①物量が少ない時に軽トラを活用する

②空気圧の定期検査実施強化

③荷台に余分な商品を載せない

①ＰＣからの打出し時のチェック

②裏紙の使用

③分別の徹底

①分別の徹底

②リサイクル率の推進

③不要なリサイクル買取りを減らす

水使用量削減 節水 ①クリーニングをする時の水の節約 岡田

①ライブオフィスの推進

②リサイクル商品の提案

③ＤＸ化の推進に向け提案
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【次年度環境経営目標及び環境経営計画】

二酸化炭素排出量削減

電気使用量削減 十河

岡田

ライブオフィスの展開

岡田

十河

山下

山下

ガソリン使用量削減

軽油使用量削減

廃棄物排出量削減

一般廃棄物削減

産業廃棄物削減



【環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、

Ｎｏ 法令名 チェック項目 条文No. 条文タイトル

1 香川県環境基本条例

事業活動によって発生する廃棄物を適正に処理する。
事業活動を行うに当たっては、公害の防止その他の環
境への負荷の低減または自然環境の適正な保存のため
に必要な措置を講じなければならない。

第5条 事業者の責務

2
みどり豊かでうるお
いのある県土づくり
条例

事業者は、県が実施する緑化の推進とみどりの保全に
関する施策に協力するよう努める。

第4条
県民及び事業
者の責務

3
香川県生活環境の保
全に関する条例

地球温暖化防止の理解を深め、自動車によるCo2の排出
を抑制するため、エコ運転を励行する。

第90条

事業者におけ
る温室効果ガ
スの排出抑制
等

4 同上
事業所にて発生する廃棄物の減少に努め資源の有効活
用を図ると共に、電気の使用量を削減し省エネルギー
活動を推進する。

第92条
省資源及び省
エネルギーの
ための行動

5 同上
エネルギーの消費量が少ない電気機器等の使用及び電
気機器等の効率的な使用に努める。

第93条

エネルギーの
消費量が少な
い電気機器等
の使用等

6 同上
環境マネジメントプログラム展開体制の組織が設置す
る。

第96条
普及啓発のた
めの組織

7 同上 アイドリングストップの励行する。 第99条
自動車等の駐
停車時の原動
機の停止

8 高松市環境基本条例 事業活動によって発生する廃棄物を適正に処理する。 第5条 事業者の責務

9 フロン排出抑制法 業務用エアコンの適正管理(簡易点検)を行う。 事業者の責務

10

廃棄物の処理
及び清掃に関する法
律

廃棄物の排出を依頼する場合には委託契約書を締結す
る。産業廃棄物はマニフェストを発行し、収集運搬、
中間処理、最終処理の確認を実施する。マニフェスト
発行から5年間記録を保管する。香川県へのマニフェス
トに関する報告書を提出。産業廃棄物は見やすい場所
へ保管場所である旨、保管する産業廃棄物の種類等の
表示をした掲示板を設置する等を守る。

第12条、
施工規則
8条

事業者の責務

11 グリーン購入法 出来る限り環境物品等を選択する。 第5条 事業者の責務

12
特定家庭用機器再商
品化法
(家電リサイクル法)

特定家庭用機器の排出する場合は適切に処理する。 事業者の責務

13 省エネ法 エネルギーの使用の合理化に努める。 努力義務

９頁

環境関連法規は遵守しています。又、利害関係者から訴訟及び関係行政機関からの指摘も過去3年間あ
りません。

並びに違反、訴訟などの有無】



「環境経営目標実績について」

「環境経営計画について」

「次年度の取り組み」

１０頁

2022年9月1日

代表取締役 多田宗弘

【代表者による全体の評価と見直し・指示】

・全体のCO2排出量は削減目標に対し、4.7％削減できた。
電気は目標値より+1.5％オーバーし目標未達となった。理由は夏の猛暑で社員の体調を考えエアコン
を利用したため。又、遅い時間まで職場を使っていた為、達成できなかった。エアコンで使用する電気代
に関しては、可動式のハイパーテーションを活用して広快適に仕事のできる温度調整で節電に繋げて
いきたい。
燃料費では軽油の使用量は目標に対し、-512Ｌ削減できた。
水の使用量に関しては未達だった。理由は、クリーニング作業を本社で作業する機会が増えたため。

・ゴミの分別では新たにビニール袋を細かく分別し、ビニールのリサイクルに取り組むことを始めた。リ
サイクルオフィス家具への推進は引き続き継続する。全体として取り組み活動は出来ている。
・コロナ禍により社会的に行動制限が限られ、来場者が減少した。

・環境経営目標は、2022年度の環境経営目標に取り組むが、2021年11月に太陽光パネルを設置したの
で、1年間様子をみて新たな目標を立てる。又、水に関してもクリーニングの需要が毎年変化するため、
もう一年様子を見る。

・環境経営計画は継続して取り組みむが、特に産業廃棄物に関しては引き続き細かく分別廃棄する事
に努力すると共に、コピー機の印刷ミスを減らす努力を全社的に心掛けていきたい。

・環境経営方針と実施体制は引き続き変更せず取り組む。


